
事 務 連 絡  

令和２年２月 28 日 

 

障害児通所支援事業所管理者 様 

（指定都市、中核市に所在する事業所を除く） 

 

神奈川県福祉子どもみらい局 

福祉部障害サービス課 

 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての放課後 

等デイサービス事業所等の対応について 

 

 本県の障がい福祉施策の推進につきまして、日頃格段の御協力をいただき厚くお礼申し

上げます。 

 新型コロナウイルス感染症への対応について、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 

障害福祉課から別添のとおり通知が送付されました。つきましては、当該通知をご確認いた

だき、幼児児童生徒の受入れについて御協力いただきますようよろしくお願いいたします。 

 なお、県所管域の事業所における障害福祉サービス等報酬、人員、及び運営基準等の取り

扱いについて、以下の通りとしますのでよろしくお願いいたします。 

 

〇 人員欠如の取扱いについて 

  放課後等デイサービスのサービス提供時間帯を通じて、サービス提供単位ごとに 2 人

以上の人員を必ず配置することとし、人員配置が困難となる時間については、管理者又は

児童発達支援管理責任者が支援に入ることを可能とする。 

 

〇 定員超過の取扱いについて 

  学校が臨時休業の日に事業所で受け入れる児童の数が定員を超える場合の定員超過減

算については、通常定員 10 人の事業所においては 15 人までの利用については適用しな

いこと。これ以外の場合については、当課に相談すること。 

 

〇 営業時間の変更に伴う運営規程の変更の届出について 

  学校が臨時休業となることに伴う営業時間の変更についての届出は提出不要とする。 

  ただし、当該取り扱いについては、学校休業期間に限定されるものであり、延長する営

業時間についても受け入れ体制を確保すること。 

 



なお、上記の取扱いについては、各事業所において児童を安全に受け入れることができ 

る範囲で対応するものであることに留意すること。 

 

 

             問合せ先 

事業支援グループ 堤 宮田 小川 

電話：０４５－２１０－４７３２ 

FAX：０４５－２０１－２０５１ 

 

 


